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（
法
務
委
員
会
）

国
際
捜
査
共
助
法
及
び
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
（
閣
法
第
五
二
号

（
先
議
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
刑
事
に
関
す
る
共
助
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
条
約
の
締
結
に
伴
い
、
国
際
捜
査
共

助
の
手
続
及
び
要
件
の
特
例
を
設
け
る
と
と
も
に
、
国
際
捜
査
共
助
等
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
受
刑
者
証
人
移
送
制
度

に
関
す
る
規
定
そ
の
他
の
所
要
の
規
定
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一

国
際
捜
査
共
助
法
の
一
部
改
正

一
、
題
名

法
律
の
題
名
を
国
際
捜
査
共
助
法
か
ら
「
国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

二
、
国
際
捜
査
共
助
の
手
続
及
び
要
件
の
特
例
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備

１

手
続
の
特
例

条
約
に
基
づ
き
法
務
大
臣
が
共
助
の
要
請
の
受
理
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
法
務
大
臣
が
共
助
の
要
請

の
受
理
及
び
要
請
国
に
対
す
る
証
拠
の
送
付
を
行
う
。
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２

要
件
の
特
例

条
約
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
双
罰
性
が
な
い
と
き
又
は
証
拠
の
不
可
欠
性
の
書
面
が
な
い
と
き
で
あ
っ

て
も
、
共
助
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
国
内
受
刑
者
に
係
る
受
刑
者
証
人
移
送
に
関
す
る
規
定
の
整
備

１

法
務
大
臣
は
、
要
請
国
か
ら
、
条
約
に
基
づ
き
、
国
内
受
刑
者
に
係
る
受
刑
者
証
人
移
送
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に

お
い
て
、
国
内
受
刑
者
が
書
面
に
よ
り
同
意
し
、
移
送
す
る
期
間
が
三
十
日
を
超
え
な
い
と
き
な
ど
の
場
合
で
、
要
請

に
応
ず
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
受
刑
者
証
人
移
送
の
決
定
を
す
る
。

２

国
内
受
刑
者
が
受
刑
者
証
人
移
送
と
し
て
移
送
さ
れ
て
い
た
期
間
（
身
体
の
拘
束
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
期
間
を
除

く

）
は
、
刑
の
執
行
を
受
け
た
期
間
と
み
な
す
。

。

四
、
外
国
受
刑
者
の
拘
禁
に
関
す
る
規
定
の
整
備

１

検
察
官
は
、
日
本
国
の
刑
事
手
続
に
お
い
て
証
人
と
し
て
尋
問
す
る
旨
の
決
定
が
あ
っ
た
外
国
受
刑
者
の
引
渡
し
を

、

、

。

受
け
た
と
き
は

あ
ら
か
じ
め
発
す
る
受
入
移
送
拘
禁
状
に
よ
り

当
該
外
国
受
刑
者
を
拘
禁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

外
国
の
官
憲
か
ら
引
渡
し
を
受
け
た
外
国
受
刑
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
引
渡
し
を
受
け
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
当
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該
外
国
の
官
憲
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
、
業
務
書
類
等
に
関
す
る
証
明
書
に
関
す
る
規
定
の
整
備

１

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
業
務
書
類
等
（
業
務
を
遂
行
す
る
過
程
に
お
い
て
作
成
さ
れ
、
又
は
保
管
さ
れ
る
書

類
そ
の
他
の
物
を
い
う

）
の
作
成
状
況
等
に
関
す
る
事
項
の
証
明
に
係
る
共
助
の
要
請
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
作
成

。

者
等
に
対
し
、
当
該
要
請
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
の
証
明
書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

１
に
よ
る
証
明
書
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
者
が
、
虚
偽
の
証
明
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
二

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一
、
条
約
に
基
づ
き
法
務
大
臣
が
共
助
の
要
請
の
受
理
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
法
務
大
臣
が
共
助
の
要
請
の

受
理
を
行
う
。

二
、
一
に
よ
り
法
務
大
臣
が
共
助
の
要
請
の
受
理
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
法
務
大
臣
は
、
外
務
大
臣
に
対
し
、
共
助
に

関
す
る
事
務
の
実
施
に
関
し
、
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三

施
行
期
日
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こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。


